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○
国
土
交
通
省
告
示
千
三
百
十
八
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第

一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
津
波
浸
水
想
定
を
設
定
す
る
際
に
想
定
し
た
津
波
に
対
し
て
安
全
な
構
造
方
法

等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
月
十
二
月
二
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

津
波
浸
水
想
定
を
設
定
す
る
際
に
想
定
し
た
津
波
に
対
し
て
安
全
な
構
造
方
法
等
を
定
め
る
件

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第

一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
津
波
浸
水
想
定
を
設
定
す
る
際
に
想

定
し
た
津
波
の
作
用
に
対
し
て
安
全
な
構
造
方
法
並
び
に
地
震
に
対
す
る
安
全
上
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築

基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
に
準
ず
る
基
準
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

第
一

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
号
に

規
定
す
る
津
波
浸
水
想
定
（
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
津
波
浸
水
想
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
定
す
る
際
に
想
定
し
た
津
波
（
以
下
単
に
「

津
波
」
と
い
う
。
）
の
作
用
に
対
し
て
安
全
な
構
造
方
法
は
、
次
の
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
な



- 2 -

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
津
波
の
作
用
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）

の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
基
礎
、
基
礎
ぐ
い
、
壁
、
柱
、
小
屋
組
、
土
台
、
斜
材
（
筋
か
い
、
方
づ
え
、
火

打
材
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
床
版
、
屋
根
版
又
は
横
架
材
（
は
り
、
け
た
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
で
、
建
築
物
等
の
自
重
若
し
く
は
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重
、
風
圧
、
土
圧
若
し
く
は

水
圧
又
は
地
震
そ
の
他
の
震
動
若
し
く
は
衝
撃
を
支
え
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
津
波
の
作
用
に
対
し

て
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方
法

イ

津
波
の
作
用
時
に
、
建
築
物
等
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
を
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て

計
算
し
、
当
該
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
が
、
そ
れ
ぞ
れ
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
章
第
八
節
第
四
款
の
規
定
に
よ
る
材
料
強
度
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
構
造
耐

力
上
主
要
な
部
分
の
耐
力
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

荷
重
及
び
外
力
に
つ
い
て
想

一
般
の
場
合

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
六

備
考

定
す
る
状
態

条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
特
定
行
政
庁
（
建
築
基
準
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法
第
二
条
第
三
十
五
号
に
規
定

す
る
特
定
行
政
庁
を
い
う
。
）

が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
け

る
場
合

津
波
の
作
用
時

Ｇ
＋

Ｐ
＋

Ｔ
Ｇ

＋
Ｐ

＋
0
.
3
5
Ｓ

＋
Ｔ

建
築
物
等
の
転
倒
、
滑
動
等

Ｇ
＋

Ｐ
＋

Ｔ

を
検
討
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
津
波
に
よ
る
浮
力
の
影

響
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
す

る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｇ
、
Ｐ
、
Ｓ
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
力
（
軸
方
向
力
、
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
、
せ
ん

断
力
等
を
い
う
。
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｇ

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
固
定
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Ｐ

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
五
条
に
規
定
す
る
積
載
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Ｓ

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
六
条
に
規
定
す
る
積
雪
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Ｔ

ロ
に
規
定
す
る
津
波
に
よ
る
波
圧
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

ロ

津
波
に
よ
る
波
圧
は
、
津
波
浸
水
想
定
に
定
め
る
水
深
に
次
の
式
に
掲
げ
る
水
深
係
数
を
乗
じ
た
高
さ
以
下
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の
部
分
に
作
用
し
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
ρ
、
ｇ
、
ｈ
、
ｚ
及
び
ａ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

qz

津
波
に
よ
る
波
圧
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

qzρ

水
の
単
位
体
積
質
量
（
単
位

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ト
ン
）

ｇ

重
力
加
速
度
（
単
位

メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
）

ｈ

津
波
浸
水
想
定
に
定
め
る
水
深
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｚ

建
築
物
等
の
各
部
分
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ａ

水
深
係
数
（
三
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
施
設
等
に
よ
り
津
波
に
よ
る
波
圧
の
軽
減
が
見
込
ま
れ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
海
岸
及
び
河
川
か
ら
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
一
・

五
と
、
こ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
二
と
す
る
。
）

ハ

ピ
ロ
テ
ィ
そ
の
他
の
高
い
開
放
性
を
有
す
る
構
造
（
津
波
が
通
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
り
建
築
物
等
の
部
分
に

津
波
が
作
用
し
な
い
構
造
の
も
の
に
限
る
。
）
の
部
分
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
開
放
部
分
」
と
い
う
。
）

を
有
す
る
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
開
放
部
分
に
津
波
に
よ
る
波
圧
は
作
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

ニ

開
口
部
（
常
時
開
放
さ
れ
た
も
の
又
は
津
波
に
よ
る
波
圧
に
よ
り
破
壊
さ
れ
、
当
該
破
壊
に
よ
り
建
築
物
等
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の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
に
限

り
、
開
放
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
建
築
物
等
の
各

部
分
の
高
さ
に
お
け
る
津
波
に
よ
る
波
圧
が
作
用
す
る
建
築
物
等
の
部
分
の
幅
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
津

波
作
用
幅
」
と
い
う
。
）
に
ロ
の
式
に
よ
り
計
算
し
た
津
波
に
よ
る
波
圧
を
乗
じ
た
数
値
の
総
和
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
津
波
に
よ
る
波
力
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
イ
の
表
の
津
波
に
よ
る
波
圧
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
津
波
に
よ
る
波
力
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の

又
は

に
定
め
る

（１）

（２）

と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
に
よ
り
計
算
し
た
当
該
津
波
に
よ
る
波
力
を

用
い
て
イ
の
表
の
津
波
に
よ
る
波
圧
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
建
築
物
等
の
実
況
を

考
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。

津
波
作
用
幅
か
ら
開
口
部
の
幅
の
総
和
を
除
い
て
計
算
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
津
波
作
用
幅
か
ら
開
口
部

（１）
の
幅
の
総
和
を
除
い
て
計
算
し
た
津
波
に
よ
る
波
力
を
、
津
波
作
用
幅
に
よ
り
計
算
し
た
津
波
に
よ
る
波
力

で
除
し
て
得
た
数
値
が
〇
・
七
を
下
回
る
と
き
は
、
当
該
数
値
が
〇
・
七
と
な
る
よ
う
に
津
波
作
用
幅
か
ら

除
く
開
口
部
の
幅
の
総
和
に
当
該
数
値
に
応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
計
算
す
る
こ
と
と
す
る
。

津
波
に
よ
る
波
圧
が
作
用
す
る
建
築
物
等
の
部
分
の
面
積
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
津
波
作
用
面
積
」

（２）
と
い
う
。
）
か
ら
開
口
部
の
面
積
の
総
和
を
除
い
た
面
積
を
津
波
作
用
面
積
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て

計
算
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
数
値
が
〇
・
七
を
下
回
る
と
き
は
、
当
該
数
値
を
〇
・
七
と
し
て
計
算
す
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る
こ
と
と
す
る
。

二

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
構
造
方
法

イ

前
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
津
波
の
作
用
時
に
、
津
波
に
よ
る
浮
力
の
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
勘

案
し
、
建
築
物
等
が
転
倒
し
、
又
は
滑
動
し
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
地
盤
の
改
良
そ
の
他
の
安
全
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
建
築
物
等
が
転
倒
し

、
又
は
滑
動
し
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

津
波
に
よ
り
洗
掘
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
ぐ
い
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
地
盤
の
改
良
そ
の
他
の
安
全
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
建
築
物
等
が
転
倒
し
、
滑
動
し

、
又
は
著
し
く
沈
下
し
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

漂
流
物
の
衝
突
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
衝
撃
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
建
築
物
等
が
容
易
に
倒
壊
、
崩
壊

等
す
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
地
震
に
対
す
る
安
全
上
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準

法
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
に
準
ず
る
基
準
は
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施

に
つ
い
て
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
耐
震
診
断
を
行
っ
た
結
果
、
地
震
に
対
し
て

安
全
な
構
造
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。
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第
三

施
行
規
則
第
五
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
津
波
の
作
用
に
対
し
て
安
全
な
構
造
方
法
は
、
第
一
第
一
号
及
び

第
二
号
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
第
一
号
中
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）

」
と
あ
る
の
は
「
特
定
建
築
行
為
に
係
る
建
築
物
」
と
、
第
一
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
建
築
物
等
」
と
あ
る
の
は

「
特
定
建
築
行
為
に
係
る
建
築
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）
に
該
当
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
成
果
に
基
づ
き
津
波
の
作
用
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四

施
行
規
則
第
五
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
地
震
に
対
す
る
安
全
上
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準

法
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
に
準
ず
る
基
準
は
、
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日
国
土
交
通
省
告
示
七
百
七
号
）

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。


